
 

 

 

令和２年度 船橋市国際交流協会第１回総会 

 

 

次第 

 

１． 開会 

 

２． 会長挨拶    船橋市国際交流協会会長 嘉規 洋   

 

３． 来賓挨拶    船橋市長 松戸 徹 様 

 

４． 議長選出 

 

５． 議案 

 

第１号議案  令和元年度 事業報告について 

 

第２号議案  令和元年度 決算報告について 

監査報告 

 

第３号議案  令和２年度 事業計画（案）について 

 

第４号議案  令和２年度 収支予算（案）について 

 

   第５号議案  規約の改正について 

 

第６号議案  令和２・３年度理事の承認について 

 

第７号議案  令和２・３年度会長及び副会長の承認について 

 

   ６． その他     今後の事業について 

 

   ７． 閉会 
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第１号議案 

 

令和元年度 事業報告 

 会員数（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

団体会員 59 団体   

個人会員 768 名 
一般会員 478 名  

学生会員 290 名 日本語教室学習者、高校生等 

 

 

１． 国際化啓発・広報部会  

国際理解セミナー 

年 月 日 事業名 内  容 記  事 

令和元年 11 月 26 日 ブルガリア共和国 大使講演、留学生

スピーチ、舞踊等 

観客 234 名 

    

協会ニュースの発行 

年 月 日 発行号数 内  容 発行部数 

令和元年 7 月 31 日 第 71 号 令和元年度総会報告等 1,500 部 

令和元年 12 月 9 日 第 72 号 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ等 1,500 部 

令和 2 年 3 月 27 日 第 73 号 国際理解セミナー等 1,500 部 

 

外国語講座（令和元年度新規事業） 

開催日 場所・回数等 参加者数 記 事 

令和元年 

10 月 4 日～ 

12 月 20 日 

（金曜日午後） 

協会サロン 

「タイ語講座」 

（全 10 回） 

 

参加者１名 

講師１名 

講師： 

AkibaParichat 氏 

（秋場ﾊﾟｰﾘﾁｬｰﾄ） 

 

令和元年 

10 月 6 日～ 

12 月 22 日 

（日曜日午後） 

協会サロン 

「中国語講座」 

（全 10 回） 

 

参加者７名 

講師 1 名 

講師： 

姜 雪静 氏 

(ｷｮｳ ｾｯｾｲ) 

令和元年 

10 月 12 日～ 

12 月 14 日 

（土曜日午後） 

協会サロン 

「韓国語講座」 

（全 10 回） 

 

参加者３名 

講師 1 名 

講師： 

金 基英 氏 

(ｷﾑ ｷﾖﾝ) 
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令和２年 

1 月 12 日～ 

3 月 22 日(※) 

(日曜日午前） 

 

協会サロン 

「実践ミニ 

英語講座」 

（全 10 回中 

６回実施） 

参加者７名 

講師 1 名 

講師： 

ｱｷﾕﾚｯｸ ｷﾞｾﾞﾑ氏 

 

(※)新型コロナウイルスの影響により、「実践ミニ英語講座」は令和２年２月９日 

まで実施したところで中断となった。残り４回は翌年度に実施予定。 

 

その他 

項  目 内   容 記 事 

ホームページ 管理、更新 

 

 

・閲覧者数（年間） 

R 元 21,934 人 

・「ようこそ・ふ

なばし」閲覧者数 

R 元  1,831 人 

メールマガジン ボランティアの募集、イベントの

お知らせ等 

登録者数（3 月末） 

約 400 人 

 

 

２． 交流・相互理解部会 

交流促進事業・人材育成事業 

年 月 日 事  業 内  容 記 事 

令和元年 7 月 20 日～

28 日 

高校生海外派遣研修

（米国・ヘイワード

市のカリフォルニア

州立大学イーストベ

イ校附属英語学校） 

高校生10名派遣 

(第 2 期生) 

 

7 泊 9 日 

ホームステイ 

累計 20 名 

 

令和元年 10 月 27 日 

 

 

 

 

インターナショナル

フェスティバル 

２０１９ 

 

アンデルセン公

園無料開放デー

にステージ、模

擬店、スタンプ

ラリーなど 

参加者 

約 5,000 名  

内、スタンプラ

リーゴール者

数 818 名 

西安市との友好都市

提携２５周年記念事

業 

 

 

 

 

姉妹・友好都市

周年事業実行委

員会と協力して

西安市代表団・

青少年芸術団の

来船を歓迎し、

友好を深めた。 

ステージでの

記念式典・芸術

団演奏披露の

協力、スタンプ

ラリーで記念

展示会を紹介、

記念祝賀会へ
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の会員参加・運

営協力・市民交

流など 

令和２年２月９日 

 

 

留学生派遣者の選考 

（米国・ヘイワード

市のカリフォルニア

州立大学イーストベ

イ校） 

大学生１名の選

考面接を実施し

令和２年度派遣

予定者を決定し

た。 

派遣期間 

令和２年８月~

翌年５月頃ま

での約９か月

間を予定。 

令和元年 3 月 7 日 

※（中止）    

タイ料理教室 

       

タイ出身の会員

による料理教室 

東部公民館 

実習室 

令和元年 3 月 29 日 

※（中止）    

バス研修 

       

千葉県立房総の

むら 

学生会員企画

イベント 

通年 協会サロンの運営 

 

レンタルスペー

ス「協会サロン」

の運営 

令和元年１月

から利用開始 

※新型コロナウイルスの影響により、「タイ料理教室」「バス研修」は中止となった。 

 

３． 外国人支援部会 

外国人相談窓口（令和元年１０月１日から新体制） 

開催日 場所・時間 内  容 開催数、利用者 

通年 

月曜日 

金曜日 

10：00～16：00 

市役所 11 階 

114 会議室 

対応言語：英語、中国

語、スペイン語、韓国

語、（ポルトガル語） 

年間 84 回 

相談者数 184 名 

相談件数 236 件 

令和元年 

６月２５日 

千葉県国際交流

センター 

外国人相談担当者意見

交換会に参加 

参加者１名 

令和元年 

１０月１日から 

新体制へ移行 

114 会議室に隣

接する国際交流

課内に、市が新

たに「船橋市外

国人総合相談窓

口」を設置し、

業務委託により

12 言語対応の

一元的相談窓口

の運営を開始し

た。 

１０月１日からは新体

制「船橋市外国人総合

相談窓口」の一環とし

て位置づけられ、連携

を図りながらボランテ

ィア活動を継続するこ

ととなった。 

ボランティアの場所・

時間・対応言語につい

ては、新体制後も従来

と同じ。 

４月１日に施行

された「改正出入

国管理・難民認定

法」を受けての新

体制への移行。 
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令和元年 

１０月２５日 

千葉県国際交流

センター 

コミュニティ通訳研修

に参加 

参加者１名 

令和２年 

１月２３日 

東京出入国在留

管理局 

一元的相談窓口等の相

談員を対象とした説明

会に参加 

参加者１名 

 新型コロナウイルスの影響により令和２年３月のボランティア活動は休止と 

なった。（市の「船橋市外国人総合相談窓口」は３月も休まず開設） 

 

日本語教室（公民館・市役所分室） 

開催日 場所・時間 人数 開催回数 

月曜日 市役所分室 

9：45～11：45 

 

学習者数 278 名 

 

ボランティア数 

111 名  

 

(令和 2 年 2月末現在)  

 

 

 

33 回 

火曜日 中央公民館 

9：45～11：45 

34 回 

火曜日 二和公民館 

19：00～21：00 

37 回 

水曜日 東部公民館 

9：45～11：45 

38 回 

保育の実施 

金曜日 薬円台公民館 

19：00～21：00 

39 回 

金曜日 葛飾公民館 

19：00～21：00 

37 回 

土曜日 宮本公民館 

12：45～14：45 

41 回 

 新型コロナウイルスの影響により令和２年３月の教室は休止となった。 

 

日本語教室（公民館・市役所分室）学習カリキュラム検討会議（令和元年度新規） 

開 催 日 内 容 場所・参加者 

令和元年 11 月 26 日 

 

 

 

第１回カリキュラム検討会議 

（昼の教室） 

＜主な内容＞ 

・検討会の目的と今後の進め方 

・現在の運営状況についてフリ

ーディスカッション 

協会サロン 

参加者８名 

・外国人支援部会長 

・日本語教室担当ボ

ランティア７名 

令和元年 11 月 30 日 

 

 

 

 

第１回カリキュラム検討会議 

（夜の教室） 

＜主な内容＞ 

・同上（昼の教室と同じ） 

 

協会サロン 

参加者３名 

・外国人支援部会長 

・日本語教室担当ボ

ランティア 2 名 
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令和 2 年 1 月 24 日 第２回カリキュラム検討会議 

（第２回からは昼夜合同）    

＜主な内容＞ 

・検討会の目的と今後の進め方

の再確認 

・「みんなの日本語Ⅰ」を一定の

進度で進める方法について 

・「Can-Do」による評価方法に

ついて 

協会サロン 

参加者１２名 

・外国人支援部会長 

・アドバイザー 

 関 惠美子 講師 

・日本語教室担当ボ

ランティア９名 

・国際交流課職員 

令和 2 年 3 月 13 日 

※ （中止） 

 

 

第 3 回カリキュラム検討会議 

＜主な内容＞ 

・「みんなの日本語Ⅰ」の Can-Do

目標と進度例について 

(会議中止により資料配布のみ) 

 

前回までの会議をふ

まえアドバイザーと

外国人支援部会長が

左記資料を作成し、

担当ボランティアへ

メールで周知した。 

※新型コロナウイルスの影響により令和２年３月の検討会議は中止となった。 

 

日本語短期速習講座（3 か月コース） 

開催日 場所・回数等 人数 記 事 

令和元年 

5 月 9 日～ 

7 月 16 日 

協会サロン 

3 か月コース 

（20 回） 

学習者数  10 名 

ボランティア数 5 名 

修了者 9 名 

講師 4 名 

令和元年 

10 月 8 日～ 

12 月 17 日 

協会サロン 

3 か月コース 

（20 回） 

学習者数  7 名 

ボランティア数 5 名 

修了者 6 名 

講師 1 名 

 

地球っ子（子ども日本語教室） 

開 催 日 場所・時間等 内  容 記  事 

土曜日 東部公民館 

9：45～11：45 

ボランティア 10 名 

児童・生徒数 40 名 

国籍別内訳： 

中国 31名 ﾍﾞﾄﾅﾑ 2名 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 2名 ｲﾝﾄﾞ 2名 

ﾈﾊﾟｰﾙ 2名 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 1名 

学年別内訳： 

小学生 29名 

中学生 9 名  

夏休み体験 2名 

開催回数 35 回 

令和元年 4 月 23 日 日本語指導協力

員研修に参加 

総合教育センター 教育委員会主催 
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令和元年 6 月 22 日 夏休み学生ボラ

ンティアマッチ

ング会に参加 

中央公民館 市民協働課主催 

夏休み学生ボラ

ンティア 4 名 

令和元年 7 月 20

日・21 日 

夏休み教室 

 

東部公民館 

千葉市動物公園 

現場学習 

「水の動物分類」 

  

参加者 

地球っ子 17 名、

前原小 4 名 

 

令和元年 12 月 21 日 冬休み教室 

 

東部公民館 

ハッピーサタデー

交付金事業 

「年賀状作り」 

参加者 

地球っ子 22 名、

管区小学生15名 

令和 2 年 2 月 13 日 日本語指導協力 

員研修に参加 

総合教育センター 教育委員会主催 

新型コロナウイルスの影響により令和２年３月の教室は休止となった。 

 

日本語学習支援者養成講座 

開催月 開催回数 参加者 記事 

令和元年 

10 月 1 日～ 

11 月 19 日 

火曜日午後 

土曜日午前 

養成講座Ⅰ10 回 

養成講座Ⅱ 4 回 

（全 14 回） 

  22 名 Ⅰ 協会サロン 

Ⅱ 中央公民館 

関 惠美子 講師 

宿谷 和子 講師 

令和 2 年 2 月 5 日 ブラッシュアッ

プ講座（全 2 回） 

45 名 中央公民館 

金子 広幸 講師 

令和 2 年 2 月 15 日 45 名 中央公民館 

宿谷 和子 講師 

 

F 教室（１年コース） 

開催日 場所・時間 人数 開催回数 

平成 30 年 7 月

から 

令和元年 6 月

まで 

木曜日夜 

協会サロン 

(平成 30 年 12 月ま

では本町のレンタ

ルスペース) 

19：00～21：00 

学習者数 9 名 

(内、修了者 5 名) 

ボランティア数 8 名 

（令和元年 6 月 20 日

現在） 

1 期生 

全 47 回 

令和元年 7 月

から 

令和 2年6月ま

で 

木曜日夜 

協会サロン 

19：00～21：00 

学習者数 6 名 

ボランティア数７名 

（令和 2 年 3 月 31 日

現在） 

2 期生 

全 38 回（予定） 

 新型コロナウイルスの影響により令和２年３月の教室は休止となった。 
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日本語ひろば   

開催日 場所・時間 内容 記事 

月曜日 

木曜日 

協会サロン 

13：00～15：00 

テーマを決めて日本

語で会話をすること

で実践力を養うとと

もに多文化交流を図

る。 

69回開催 

参加者 

(延べ人数) 

・外国人 452名 

・日本人 370名 

(平均参加者数) 

・外国人 7 名 

・日本人 5 名 

令和元年 8 月 

26 日、29 日 

石井食品ビル 

13：00～15：00 

夏休み学生ボランテ

ィア 3 名を受け入れ、

各自がテーマを決め

て、日本語でのコミュ

ニケーションや交流

を体験した。 

 新型コロナウイルスの影響により令和２年３月の活動は休止となった。 

 

外国人住民向け生活情報紙「ようこそ・ふなばし」の発行 

発 行 月    発行号数 内  容 発行部数 

令和元年 6 月 №.015  生活やイベントの情報、行

政のお知らせ、外国人総合

相談窓口・日本語教室の案

内等 

1,500 部 

令和元年 9 月 №.016  1,500 部 

令和元年 12 月 №.017  1,500 部 

令和 2 年 3 月 №.018  1,500 部 

 

災害時外国人支援 

年 月 日 事  業 場 所・内 容 記 事 

令和元年 8 月 10

日 

災害時外国人支

援サポーター 

養成講座１ 

市職員研修所 

＜主な内容＞ 

・講義「災害時に外国

人住民が抱える課題と

ボランティアに期待さ

れる役割」 

・グループワーク 

参加者 29 名 

 

高木 和彦 講師 

令和元年 8 月 24

日～25 日 

（1 泊 2 日） 

災害時外国人支

援サポーター 

養成講座２ 

船橋中学校 

＜主な内容＞ 

・講義「災害多言語支

援センターの機能と役

割」 

・災害多言語支援セン

ター設置、運営訓練 

・消防局による初期消

火訓練、ＡＥＤ講習 

参加者 110 名 

内外国人参加者

57 名 

 

柴垣 禎  講師 

土井 佳彦 講師 

 

 

同時開催 

外国人避難所宿

泊訓練 
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・災害時における被災

者の運動支援「３Q 体

操」の実演等 

令和 2 年 2 月 1

日 

防災フェアふな

ばしへの参加 

市民文化ホール 

 

多言語版防災ハンドブ

ックの周知活動等 

主催:危機管理課 

 

参加者 3 名 

 

 

４． 事務局の活動 

年 月 日 事  業 内  容 記 事 

平成 31 年 4 月 17 日 理事会 総会審議事項 参加者 19 名 

令和元年 5 月 15 日 総会 

懇親会 

事業報告、決算報告、 

事業計画、予算案、 

理事承認 

参加者 49 名 

通年 運営会議 

5 回 

協会の運営に関する協

議。事務局と各部会との

情報共有、連絡調整。課

題の検討など。 

会長、副会長、

部会長 

通年 日本語教室の

運営に関する

検討・協議 

 

①参加費・集金

方法の改定 

 

②学習カリキ

ュラムの検討 

日本語教室（公民館・市

役所分室）に関する事項

の検討・協議を行った。 

①参加費及び集金方法

について、次年度の総会

に付議するための改定

案をとりまとめた。 

②カリキュラム検討会

議を立ち上げ、学習カリ

キュラムの策定に向け

た検討に着手した。 

会長、外国人支

援部会長、日本

語教室担当ボ

ランティアほ

か 

助成金対象事業―① 

 

地域会議の開催 

年２回 

令和元年 8 月 23 日 

令和 2 年 1 月 31 日 

 

 

令和元年度 

一般財団法人

自治体国際化

協会（クレア）

「多文化共生

のまちづくり

促進事業助成

金」対象事業を

実施した。 

地域会議は平成２９年

度に設置。 

外国人住民と共に暮ら

しやすい地域づくりを

実現するため、関係機関

等と共に外国人住民に

関わる取組み等を協議

し、地域での連携を図っ

ている。令和元年度は、

主催 当協会 

構成員 

全 10 団体等 

（市、自治会連

合協議会、警察

署ほか） 

アドバイザー 

土井佳彦 講師 

派遣職員 
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補助対象事業

の主な内容は

以下の４項目 

 

①地域会議 

②在留資格別

マニュアル船

橋版作成 

③外国人住民

参画会議 

④やさしい日

本語講座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴って東京出

入国在留管理局職員を

地域会議に派遣しても

らい、入国・在留手続に

係る助言、意見交換も行

った。 

東京出入国在

留管理局職員

２名 

（「外国人材の

受入れ・共生の

ための総合的

対応策」の施策

に基づき派遣） 

助成金対象事業―② 

 

在留資格別生活マニ

ュアル船橋版の作成 

 

通年 

地域会議等での意見

聴取、記事の作成、

担当部署への照会、

編集作業、翻訳委託、

校正等 

 

年１回 

令和元年 11 月 6 日 

アドバイザーを招い

ての編集会議 

 

地域会議の意見及び市

関係各課等の協力を得

ながら、在留資格ごとに

必要な情報や、日本で生

活するうえでのルール

等をイラスト入りでわ

かりやすくまとめた多

言語マニュアルを作成

した。 

完成したマニュアルは

協会ホームページで公

開すると共に、市が設置

する「船橋市外国人総合

相談窓口」において広く

外国人住民に情報提供

してもらうことを目的

として、市にデータを寄

贈した。 

３在留資格 

・留学生 

・技能実習生 

・家族滞在 

８言語 

・やさしい日本語 

・英語 

・中国語 

・ベトナム語 

・ネパール語 

・シンハラ語 

・タイ語 

・タガログ語 

 

 

 

助成金対象事業―③ 

 

外国人住民参画会議

の開催 

年２回 

令和元年 8 月 21 日 

令和 2 年 1 月 23 日 

協会が外国人住民の参

加を募りアドバイザー

を招いて、「在留資格別

生活マニュアル船橋版」

や、日本での生活上の課

題などについて意見交

換を行った。 

参加者数 

（外国人住民） 

１回目 11 名 

２回目 10 名 

アドバイザー 

山浦育子 講師 

助成金対象事業―④ 

 

やさしい日本語講座

の開催 

年１回 

令和 2 年 2 月 28 日 

 

 

外国人住民とのコミュ

ニケーションを円滑に

するツールとして「やさ

しい日本語」を学ぶ講座

を開催した。 

参加者数 12 名 

・当協会会員 

・近隣市の国際

交流協会員等 

協力者数 4名 

・外国人住民 

講師 

土井佳彦 講師 
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通年 教育委員会主

催「帰国・外国

人児童生徒へ

の日本語指導

協力員・母語協

力員の派遣事

業」へのボラン

ティア紹介 

指導課からの依頼によ

り、教育委員会が市内

小・中学校へ派遣する帰

国・外国人児童生徒の日

本語指導等のための協

力員募集に対し、会員を

紹介した。 

主催：教育委員

会指導課 

令和元年 6 月 22 日、

29 日 

市民協働課主

催「第 5 回地域

に飛び出せ!!ふ

なばし夏のボ

ランティア体

験」事業への団

体参加 

夏休み期間中のボラン

ティア体験を希望する

生徒・学生を受け入れる

市民活動団体として応

募し、中央公民館及び高

根台公民館で行われた

「マッチング会」で多数

の希望者と面接した。 

結果として、日本語ひろ

ばと地球っ子の夏休み

教室活動に学生計７名

を受け入れた。 

主催：市民協働

課 

令和元年 7 月~12 月 

全 10 回 

「外国人対象

日本伝統文化

体験教室事業」

への通訳ボラ

ンティア派遣 

茶華道センターからの

依頼により、外国人対象

の茶道・華道体験教室の

通訳として会員を派遣

した。 

（英語、中国語 各 1 名） 

主催：船橋市茶

華道センター 

令和元年 12月 20日 公民館主催の

「国際理解講

座」へのボラン

ティア派遣 

高根台公民館からの依

頼により、マレーシア出

身の会員が文化紹介を

行った。 

主催：高根台公

民館 

令和 2 年 2 月～3 月 アンケート調

査の実施 

外国人住民のニーズを

把握し、日本語教室をは

じめ協会の各種事業等

に役立てるため、日本語

教室学習者へのアンケ

ート調査を実施した。 
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５．取材対応 

放 映 日 内   容 記 事 

令和元年６月 15 日 

 

ふなばし CITY NEWS 

 

日本語短期速習講座 

会長、外国人支援

部会長 

令和元年 11 月 15 日 

 

ふなばし CITY NEWS 

 

インターナショナルフェスティ

バル・西安市友好都市提携 25 周

年記念事業 

 

会長、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌ

ｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員

長 

令和元年 11 月 

 

 

 

 

 

放送大学「キャンパスガイド」 

 

・日本語学習支援者養成講座 

・日本語短期速習講座 

・F 教室 

 

令和元年 6 月 28 日に「日本語教

育の推進に関する法律」が施行さ

れたことを受け、放送大学が「日

本語基礎 A」講座を再開するにあ

たり、当協会が取り組んでいる事

業が取材され、「キャンパスガイ

ド 11 月」において放映された。 

会長、外国人支援

部会長 
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第２号議案 

 

令和元年度 船橋市国際交流協会収支決算報告書

Ⅰ　収入の部

当初予算額 補正額 現予算額 決算額 差引 摘要

１　会費収入 1,732,000 1,732,000 1,623,000 -109,000 団体会員５９・個人会員７６８（一般４７８、学生２９０）（R２年3月31日現在）

２　交付金収入 5,170,000 5,170,000 5,170,000 0 船橋市3,160,000円、自治体国際化協会2,000,000円、ﾊｯﾋﾟｰｻﾀﾃﾞｰ10,000円

※ 船橋市 3,160,000 3,160,000 3,160,000 0
◇ 自治体国際化協会 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0
◎ ハッピーサタデー 10,000 10,000 10,000 0

３　寄付金収入 600,000 600,000 605,000 5,000 高校生海外研修派遣事業555,000円、国際理解ｾﾐﾅｰ50,000円

４　事業収入 4,650,000 4,650,000 3,645,810 -1,004,190 

会員懇親会参加費48,000円、外国語教室受講料
180,000円、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ模擬店収入等
55,400円、高校生海外研修派遣事業参加費
2,490,000円、日本語教室参加費・ﾃｷｽﾄ代485,100円
(７教室＋F教室)、日本語学習支援者養成講座(Ⅰ、
Ⅱ)参加費・ﾃｷｽﾄ代192,710円、日本語短期速習講
座参加費68,000円、地球っ子126,600円(参加費、保
険料)

５　雑収入 6,373 6,373 26 -6,347 利息
６　前年度繰越金収入 1,281,627 1,281,627 1,281,627 0
７　周年事業積立金取崩し収入 300,000 300,000 135,300 -164,700 

合計 13,740,000 0 13,740,000 12,460,763 -1,279,237

Ⅱ　支出の部

当初予算額 流用額 現予算額 決算額 差引 摘要（事業収入等）

事業費 11,930,000 0 11,930,000 10,051,585 1,878,415
国際化啓発広報部会 3,180,000 0 3,180,000 3,003,563 176,437

会員懇親会 80,000 80,000 60,540 19,460 参加費48,000円
調査研究費 10,000 10,000 0 10,000
民間団体交流補助 50,000 -43,043 6,957 0 6,957
協会ニュース作成費 410,000 410,000 394,416 15,584
※1ＨＰ運営費 50,000 108,378 158,378 158,378 0
※1.国際理解セミナー事業費 260,000 260,000 165,536 94,464 寄付金50,000円
外国語教室事業費 320,000 -108,378 211,622 181,650 29,972 参加費180,000円(韓国語、タイ語、中国語、英語)
◇在留資格別マニュアル作成 2,000,000 43,043 2,043,043 2,043,043 0 自治体国際化協会交付金2,000,000円

交流相互理解部会 5,990,000 0 5,990,000 5,117,953 872,047
※1.インターナショナルフェスティバル 600,000 2,853 602,853 602,853 0 模擬店収入等55,400円
※2.姉妹・友好都市周年記念事業 300,000 300,000 135,300 164,700 周年事業積立金取崩し収入135,300円
※2.文化交流事業費 1,530,000 -2,853 1,527,147 926,982 600,165
※2.留学奨励金及び選考費 30,000 30,000 19,690 10,310
高校生海外研修派遣事業 3,530,000 3,530,000 3,433,128 96,872 参加費2,490,000円、寄付金555,000円

外国人支援部会 2,760,000 0 2,760,000 1,930,069 829,931
※1.日本語ひろば 115,000 115,000 26,424 88,576
※1.災害時外国人支援サポーター研修 385,000 385,000 153,404 231,596
※1.救命救急研修 10,000 10,000 0 10,000
※1.多文化共生研修 100,000 100,000 22,330 77,670
※1.ようこそ発行費 300,000 300,000 281,060 18,940
※1.外国人相談窓口ボランティア研修費 30,000 30,000 0 30,000
※1外国人相談窓口運営費 260,000 260,000 173,846 86,154
※1.日本語教室運営費 770,000 770,000 631,965 138,035 参加費・ﾃｷｽﾄ代485,100円(７教室＋F教室）
※1.日本語学習支援者養成講座 400,000 14,560 414,560 414,560 0 参加費・ﾃｷｽﾄ代192,710円(養成講座Ⅰ、Ⅱ）
※1.日本語短期速習講座運営費 80,000 80,000 77,393 2,607 参加費68,000円(前期、後期）
※1.地球っ子運営費 250,000 250,000 142,197 107,803 参加費・保険料126,600円
※1.地球っ子学習支援者養成講座 60,000 -14,560 45,440 6,890 38,550

運営費他 1,810,000 0 1,810,000 887,162 922,838
運営費 120,000 0 120,000 55,198 64,802

渉外費 20,000 8,000 28,000 28,000 0
会議費 100,000 -8,000 92,000 27,198 64,802
通訳・翻訳・筆耕 0 0 0 0

事務費 890,000 0 890,000 681,964 208,036
通信費 500,000 500,000 372,752 127,248
事務・消耗品費 150,000 -18,418 131,582 81,014 50,568
保険料 130,000 130,000 129,780 220

80,000 18,418 98,418 98,418 0
備品費 30,000 30,000 0 30,000

周年事業等積立金 150,000 0 150,000 150,000 0
周年事業等積立金 150,000 150,000 150,000 0

予備費 650,000 0 650,000 0 650,000
予備費 650,000 650,000 0 650,000

合　　　計 13,740,000 0 13,740,000 10,938,747 2,801,253

※は公共性（全部あるいは一部）
収　　　支 収　　　入 12,460,763 ※１　多文化共生施策推進に資する項目と考えられる

支　　　出 10,938,747 ※２　国際交流推進に資すると考えられる
繰越残高 1,522,016

周年事業等積立金
Ⅰ　収入の部

積立金期首残高 475,762 収　　支 積立金期首残高 475,762
繰入金 150,000 積立金期末残高 490,466
雑入 4
計 625,766

Ⅱ　支出の部
積立金取り崩し 135,300
計 135,300

支払手数料（日本語教室集金に係るｽﾏｰﾄﾋﾟｯﾄ手数料）
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第３号議案  

 

令和 2 年度 事業計画（案） 

１．国際化啓発・広報部会 

市民の国際理解を促進する事業や、協会活動を紹介する事業を展開する。 

 

国際理解セミナーの開催  2 回 

外国語講座 週 1 回×10 回コースを 5 講座 

協会ニュースの発行    3 回 

情報発信  ホームページ・メールマガジン 

・総会、理事会、運営会議の議事要旨をホームページに掲載 

     ・イベント等の企画立案の募集・開催情報等のホーム―ページへの掲載、

メールマガジンでの発信等 

      

 

２．交流・相互理解部会 

地域の国際交流を促進するための事業や、次世代の国際交流を担う人材の育

成事業を展開する。 

 

インターナショナルフェスティバル 10 月 

姉妹・友好都市周年記念事業  

     ・オーデンセ市交響楽団の来船（予定）に伴う市民交流事業等 

交流イベントの開催 複数回 

  ・バス研修、料理教室など 

高校生海外研修派遣    7 月  12 名 

（ヘイワード市・カリフォルニア州立大学イーストベイ校附属英語学校） 

大学生留学生派遣事業   8 月中旬～翌年 5 月中旬  1 名 

（ヘイワード市・カリフォルニア州立大学イーストベイ校） 

協会サロンのレンタル及び運営  通年 

 

 

３．外国人支援部会 

急増する外国人住民が安心して地域生活を送れるよう、市と協力して、さま

ざまなサポート活動を行う。 
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外国人相談窓口 

外国人からの様々な相談に応じ、市役所での行政手続きにおける通訳サポ

ートや、各種情報提供などを行う。 

令和元年１０月１日から市が設置した「船橋市外国人総合相談窓口」の一

環として位置づけられ、新体制として必要な連携を図りながら活動しており、 

    引き続き市と協力しながら相談窓口事業を推進する。 

 

・活動時間：毎週月曜日、金曜日 

・活動場所：市役所 11 階 114 会議室 

・対応言語：日本語、英語、中国語、スペイン語、韓国語 

 

 

日本語教室 

外国人住民が 1 日も早く地域社会に溶け込めるよう、生活に必要な日本語

力を速やかに身につけるための学習支援を行う。 

 

・市内 7 か所（公民館・市役所分室） 

・各教室 週 1 回、年間 37 回前後実施 

・保育の実施（東部公民館教室） 

・学習カリキュラムの策定に向けた検討会議実施         

・日本語短期速習講座 年 2 回 

      ・前期 5 月~7 月  後期 10 月～12 月 各 20 回 

・地球っ子（子ども日本語教室） 

      ・8 月を除く毎週土曜日午前 年間 39 回 東部公民館 

・夏休み教室 2 日 

・冬休み教室 1 日  

  ・日本語学習支援者養成講座 

      ・10 月～12 月 各 2 時間 全 14 回 

・日本語学習支援者ブラッシュアップ講座 

   ・2 月 各 2 時間 全 3 回 

・Ｆ教室  1 年卒業型日本語教室 

・試行最終年 

・今後の実施体制の検討 

 

 

日本語ひろば 

   ・毎週月曜日と木曜日の午後 協会サロン 

            ・外国人住民が、日本人と共に会話や交流をしながら、 

日本語を使って覚えるための場所を提供する。 

   ・交流イベントの開催 年数回 
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外国人住民向け生活情報紙「ようこそ・ふなばし」の発行  

・年 4 回  6 月、9 月、12 月、3 月  

 

 

災害時外国人支援 

   ・6 月 防災体験会 

   ・7 月 サポーター養成講座１ 

   ・8 月 サポーター養成講座２、実習、外国人避難所宿泊訓練 

   ・11 月 防災タウンウオッチング  

   ・2 月 防災フェアふなばしへの出展 

 

 

 多文化共生研修等の実施 

   ・「やさしい日本語」講座の開催  

           増加する外国人住民と地域で一緒に生活する上で、外国語が

話せなくてもコミュニケーションをとれる方法を学ぶ重要性

が高まっていることを受け、身近な外国人住民に日本での生活

のルールを伝えたり、災害時などの情報を速やかに届けるため

に、「やさしい日本語」で意思疎通するためのコツを学ぶ。 

    ・その他  会員、市民向けの講座等の開催 

 

 

新規 外国人留学生への食料支援（新型コロナウイルス関連事業） 

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、日本で学んでいる外国人留学生の

多くはアルバイトが減少し、学費や生活費に困窮している状況であることか

ら、商工会議所等の協力を得て、企業・団体・会員等から広く寄附金を募り、

市内の日本語学校の外国人留学生に食料を支援する事業を、新規に実施する。 

 

・実施期間：令和２年７月から３か月程度（予定） 

・支援対象者：留学生約 550名 

東京ＪＬＡ外国語学校（船橋市南本町 13-10）     

インターナショナルスクール船橋（船橋市湊町 2-1-7） 

オンリーワン日本語学校（船橋市湊町 2－1－6）  

・支援方法等： 

寄附金を集めて米、缶詰、インスタント食品、レトルト食品、飲料等を

購入し、日本語学校を通して留学生へ届ける（予定） 
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４．事務局 

 

運営会議の開催 複数回 

理事会の開催  １回  

総会の開催   １回  

地域会議の開催 ２回  

・地域との情報共有と連携 

・外国人住民参画会議の開催等 

ボランティアの紹介・派遣・受け入れなど   随時 

・教育委員会  

日本語指導協力員、母語協力員ボランティアとして、会員 

を紹介する 

     ・茶華道センター  

外国人対象日本伝統文化体験教室（茶道・華道体験教室）の 

通訳ボランティアとして、会員を派遣する  

       ・公民館 

          国際理解講座等の文化紹介ボランティアとして、会員を派遣 

する   

・市民協働課 

夏休み生徒・学生ボランティアの受け入れ団体として参 

加する                   

・その他  

 

アンケート調査の実施  １回 

    ・日本語教室学習者へのアンケート調査を継続して実施することによ

り外国人住民のニーズを把握し、日本語教室をはじめとした協会全体

の各種事業を、今後もニーズに合った活動としていくよう検討する。 

 

翻訳グループの設置検討 

    ・協会事業に関わる各種記事、書類等の翻訳作業を行うボランティア

を募り、翻訳活動グループの設置を検討する。 

       ・協会のホームページ、メールマガジン掲載記事の翻訳 

・外国人住民向け生活情報紙「ようこそ・ふなばし」掲載記事 

 の翻訳 

・その他協会関連書類等の翻訳 
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第４号議案 

 

令和２年度 船橋市国際交流協会収支予算（案）
Ⅰ収入の部

項目 令和元年度予算 令和２年度予算 増減額 備　　考

会費 1,732,000 1,836,000 104,000 団体５９、一般４７８、学生２９０（日本語教室２６９、高校生等２１）

交付金 計 5,170,000 3,610,000 -1,560,000 

※ 船橋市 3,160,000 3,600,000 440,000

◇ 自治体国際化協会 2,000,000 0 -2,000,000 

◎ ハッピーサタデー 10,000 10,000 0

寄付金 600,000 1,600,000 1,000,000
高校生海外研修派遣事業、国際理解セミナー事業、外国人留学生への食料支援

事業等への寄付金

事業収入 4,650,000 5,143,000 493,000

会員懇親会参加費80,000円、外国語教室参加費300,000円、ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾌｪｽﾃｨ

ﾊﾞﾙ模擬店等収入50,000円、文化交流事業参加費700,000円、高校生海外研修

派遣事業参加費2,988,000円、日本語ひろばイベント等参加費50,000円、日本語

教室参加費538,000円、日本語学習支援者養成講座参加費・ﾃｷｽﾄ代217,000

円、日本語短期速習講座参加費80,000円、地球っ子保険料・参加費140,000円

雑収入 6,373 8,984 2,611 利息等

前年度繰越 1,281,627 1,522,016 240,389

周年事業取り崩し 300,000 150,000 -150,000 
オーデンセ市交響楽団・デンマーク国立少女合唱団等の来船（予定）に伴う市民

交流事業

合計 13,740,000 13,870,000 130,000

Ⅱ支出の部

項目 令和元年度予算 令和２年度予算 増減額 備    考

事業費 11,930,000 12,010,000 80,000

3,180,000 1,440,000 -1,740,000

会員懇親会 80,000 80,000 0 総会後懇親会

調査研究費 10,000 10,000 0

※１ 民間団体等交流補助 50,000 50,000 0

協会ニュース作成費 410,000 450,000 40,000 印刷費、編集料等　　年３回

※３ 協会ホームページ運営費 50,000 170,000 120,000 ホームページ管理運営料、メールマガジンシステム使用料等

協会パンフレット 0 100,000 100,000 印刷費

協会PRビデオ作成費 0 0 0

※３ 国際理解セミナー事業費 260,000 260,000 0 会場使用料、出演者謝礼等

※３ 外国語教室事業費 320,000 320,000 0 講師料、教材費等

◇ 在留資格別マニュアル作成 2,000,000 0 -2,000,000

交流・相互理解部会 5,990,000 6,550,000 560,000

※１ インターナショナルフェスティバル 600,000 600,000 0 会場設営費、プログラム印刷費等

※１ 姉妹・友好都市周年記念事業 300,000 150,000 -150,000 オーデンセ市交響楽団・デンマーク国立少女合唱団等の来船（予定）

※１ 文化交流事業費 1,530,000 1,750,000 220,000 交流イベント（バス研修ほか）、協会サロン施設利用料等

※１ 留学奨励金及び選考費 30,000 180,000 150,000 留学生１名（予定）、選考費

※１ 高校生海外研修派遣事業 3,530,000 3,870,000 340,000 派遣者１２名（予定）、選考費

外国人支援部会 2,760,000 4,020,000 1,260,000

※２ 日本語ひろば 115,000 115,000 0 日本語ひろば運営費

※２ 災害時外国人支援サポーター研修 385,000 385,000 0 災害時外国人支援サポーター養成講座講師料等

※２ 救命救急研修 10,000 10,000 0

※２ 多文化共生研修 100,000 200,000 100,000 地域会議・日本語教室アドバイザー謝礼、やさしい日本語講座等講師料

※２ ようこそ発行費 300,000 400,000 100,000 印刷費、編集料等　　年４回

※２ 外国人相談窓口ボランティア研修 30,000 30,000 0

※２ 外国人相談窓口運営費 260,000 260,000 0 食糧費、消耗品費等

※２ 日本語教室運営費 770,000 790,000 20,000 公民館等７教室及びＦ教室の運営費　保育料・コピー用紙代を含む

※２ 日本語学習支援者養成講座 400,000 440,000 40,000 養成講座Ⅰ・Ⅱ、ブラッシュアップ講座の講師料等

※２ 日本語短期速習講座運営費 80,000 80,000 0 短期３か月コースの運営費　　年2回

※２ ◎  地球っ子運営費 250,000 250,000 0 子ども日本語教室の運営費　保険料を含む

※２ 地球っ子学習支援者養成講座 60,000 60,000 0 子ども日本語教室の学習支援者養成講座　講師料等

※２ 外国人留学生への食料支援 0 1,000,000 1,000,000 新規事業　（新型コロナウイルス関連事業）

1,810,000 1,860,000 50,000

運営費 120,000 130,000 10,000

渉外費 20,000 20,000 0

会議費 100,000 100,000 0

通訳・翻訳・筆耕料 0 10,000 10,000

事務費 890,000 930,000 40,000

通信費 500,000 500,000 0 協会ニュース及び総会資料等郵送料等

事務・消耗品費 150,000 150,000 0 ＰＣリース料、プリンターインク代ほか消耗品費

保険料 130,000 150,000 20,000 ボランティア活動保険料

支払手数料 80,000 100,000 20,000 スマートピット手数料

備品費 30,000 30,000 0

周年事業積立金 150,000 300,000 150,000

周年事業積立金 150,000 300,000 150,000

予備費 650,000 500,000 -150,000

予備費 650,000 500,000 -150,000

合計 13,740,000 13,870,000 130,000

周年事業積立金
Ⅰ．収入の部 Ⅱ．支出の部
積立金期首残高 490,466 積立金取崩 150,000
繰入金 300,000 計 150,000
雑収入 0
計 790,466 積立金残高 640,466

内  訳

内  訳

※１　姉妹友好都市理解・交流事業　　　　　※２　外国人住民支援・交流事業　　　　　※３　市民の国際化推進・啓発事業

※１※２※３は公共性が高く、「船橋市国際交流協会交付金交付要綱」に規定する交付対象事業に該当すると考えられる事業（経費の全部または一部）　（複数に該当すると考えられるときはいずれか１項目を表示しています）

国際化啓発・広報部会

運営費他

団体＠10,000円、一般＠2,000円、学生@1,000円
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第５号議案 

規約の改正 

船橋市国際交流協会規約改正案 

         新          旧 

（総会） 

第１０条 総会は、毎事業年度１回以上会長が開

催する。 

２ 総会は、会長がこれを招集する。ただし、大

規模災害等で招集できないときは、会長及び副会

長全員の同意により、招集しないで決議をするこ

とができる。 

３ 総会において決議または承認する事項は次の

とおりとする。 

（１）予算及び決算 

（２）事業計画及び事業報告 

（３）規約の変更 

（４）役員の承認 

（５）その他、会長が必要と認めた事項 

（総会） 

第１０条 総会は、毎年１回以上会長がこれを招

集する。２ 総会において決議または承認する事

項は次のとおりとする。 

（１）予算及び決算 

（２）事業計画及び事業報告 

（３）規約の変更 

（４）役員の承認 

（５）その他、会長が必要と認めた事項 

（理事会） 

第１１条 理事会は、会長、副会長及び理事をも

って構成し、会長が必要に応じ開催する。 

２ 理事会は、会長がこれを招集する。ただし、

大規模災害等で招集できないときは、会長の判断

により、招集しないで決議をすることができる。 

３ 理事会において審議する事項は次のとおりと

する。 

（１）協会の運営に関すること 

（２）総会に付議する事項 

（３）その他、会長が必要と認めた事項 

（理事会） 

第１１条 理事会は、会長、副会長及び理事をも

って構成し、会長が必要に応じ招集する。 

２ 理事会において審議する事項は次のとおりと

する。 

（１）協会の運営に関すること 

（２）総会に付議する事項 

（３）その他、会長が必要と認めた事項 

（議事） 

第１２条 会議の議事は、出席者の過半数をもっ

て決定し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

２ 本条の会議とは、総会・理事会・運営会議と

する。 

３ 第１０条第２項ただし書、及び、前条第２項

ただし書により会議の招集ができないときは、書

（議事） 

第１２条 会議の議事は、出席者の過半数をもっ

て決定し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

２ 本条の会議とは、総会・理事会・運営会議と

する。 
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面または電磁的記録等の通信により議決の意思表

示をした者を出席者とする。 

附 則 

この規約は、令和２年８月 日から施行する。 
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船橋市国際交流協会規約（現行） 

 

（名称） 

第 1条 この会は、船橋市国際交流協会（以下「協会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協会は、船橋市民を中心に広く国際交流親善についての理解と関心を高め、かつ、積極

的に地域に根ざした各種交流事業を行うこと、並びに在住外国人への支援を推進することによ

り、国際意識の高揚と諸外国との相互理解の増進を図り、在住外国人と共に世界に開かれた地

域づくりに寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）国際交流事業の実施 

（２）国際交流の啓発および普及 

（３）国際交流支援事業 

（４）国際交流に関するボランティア活動の支援および育成 

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

（構成） 

第４条 協会は、第２条の目的に賛同する次に掲げる会員を持って構成する。 

（１）団体会員 

（２）個人会員 

 ア 一般 

 イ 学生 

（会員資格の喪失） 

第５条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員でなくなるものとする。 

（１）退会したとき 

（２）死亡したとき 

（３）会員である団体が解散したとき 

（４）正当な理由なく会費を２年以上滞納し、かつ催告に応じないとき 

（５）会の名誉を傷つけたとき 

（役員） 

第６条 協会に、次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 若干名 

（３）理事 ５０名以内（会長、副会長を含む。） 

（４）監事 ２名 

２ 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

３ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 

（役員の選出） 

第７条 会長及び副会長は、理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。 

２ 理事は、第１４条に規定する運営会議において選出し、総会の承認を得るものとする。 
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３ 監事は理事会において選出する。 

（職務） 

第８条 会長は、協会を代表して、会務を総括し、会議の議長となる。ただし、会議の運営上必

要な場合、会長は出席者の承認を得て他のものを議長として指名することができる。 

２ 本条の会議とは、総会・理事会・運営会議とする。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

４ 理事は、会務の執行を協議し、協会の運営にあたる。 

５ 監事は、協会の会計を監査する。 

（名誉会長及び顧問） 

第９条 協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 

（総会） 

第１０条 総会は、毎年１回以上会長がこれを招集する。 

２ 総会において決議または承認する事項は次のとおりとする。 

（１）予算及び決算 

（２）事業計画及び事業報告 

（３）規約の変更 

（４）役員の承認 

（５）その他、会長が必要と認めた事項 

（理事会） 

第１１条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要に応じ招集する。 

２ 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。 

（１）協会の運営に関すること 

（２）総会に付議する事項 

（３）その他、会長が必要と認めた事項 

（議事） 

第１２条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

２ 本条の会議とは総会・理事会・運営会議とする。 

（部会） 

第１３条 協会は、第３条で定めた事業に関し、具体的な活動を推進するため、次の部会を置く。 

（１）国際化啓発・広報部会 

（２）交流・相互理解部会 

（３）外国人支援部会 

２ 部会には、部会長を置く。 

３ 部会長は、会長が任免する。 

（運営会議） 

第１４条 協会の運営について審議するため、協会に運営会議を置く。 

２ 会議の構成は、会長・副会長・部会長・事務局長及び事務局とする。 

（経費） 

第１５条 協会の経費は、次の収入をもってあてる。 

（１）会費 
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（２）補助金 

（３）寄付金 

（４）その他の収入 

（会費） 

第１６条 協会の会員は、年会費として次の会費を納めるものとする。 

（１）団体・法人会員 年額 一口 １０，０００円 

（２）個人会員 

 ア 一般      年額 一口  ２，０００円 

 イ 学生      年額 一口  １，０００円 

（会計年度） 

第１７条 協会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（決算） 

第１８条 会長は、会計年度終了後、決算書及び事業報告書を作成し、監査に付さなければなら

ない。 

（事務局） 

第１９条 協会の事務を処理するため、事務局を船橋市役所内に置く。 

２ 事務局には、事務局長を置く。 

３ 事務局長は、会長が任免する。 

（委任） 

第２０条 この規約に定めるもののほか必要事項は、会長が別に定める。 

 附 則 

 この規約は、昭和６２年８月２５日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、昭和６３年６月３日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成元年８月２８日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成７年７月１１日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成１０年５月２８日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成１３年５月１７日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成１４年５月２２日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成１７年５月１９日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成２４年５月１８日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成２６年５月１２日から施行する。 

 附 則 
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（施行期日） 

１ この規約は、平成２７年５月１４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市国際交流協会規約第１７条第２号の規定は、平成２８年度以後の会費につい

て適用し、平成２７年度分までの会費については、なお従前の例による。 

附 則 

この規約は、平成２８年５月１１日から施行する。  

附 則 

この規約は、平成２９年５月１７日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成３０年４月９日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成３０年５月１６日から施行する。 
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船橋市国際交流協会規約（改正案） 

 

（名称） 

第 1条 この会は、船橋市国際交流協会（以下「協会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 協会は、船橋市民を中心に広く国際交流親善についての理解と関心を高め、かつ、積極

的に地域に根ざした各種交流事業を行うこと、並びに在住外国人への支援を推進することによ

り、国際意識の高揚と諸外国との相互理解の増進を図り、在住外国人と共に世界に開かれた地

域づくりに寄与することを目的とする。 

（事業） 

第３条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）国際交流事業の実施 

（２）国際交流の啓発および普及 

（３）国際交流支援事業 

（４）国際交流に関するボランティア活動の支援および育成 

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事業 

（構成） 

第４条 協会は、第２条の目的に賛同する次に掲げる会員を持って構成する。 

（１）団体会員 

（２）個人会員 

 ア 一般 

 イ 学生 

（会員資格の喪失） 

第５条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員でなくなるものとする。 

（１）退会したとき 

（２）死亡したとき 

（３）会員である団体が解散したとき 

（４）正当な理由なく会費を２年以上滞納し、かつ催告に応じないとき 

（５）会の名誉を傷つけたとき 

（役員） 

第６条 協会に、次の役員を置く。 

（１）会長 １名 

（２）副会長 若干名 

（３）理事 ５０名以内（会長、副会長を含む。） 

（４）監事 ２名 

２ 役員の任期は２年とする。ただし再任は妨げない。 

３ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。 

（役員の選出） 

第７条 会長及び副会長は、理事会において選出し、総会の承認を得るものとする。 

２ 理事は、第１４条に規定する運営会議において選出し、総会の承認を得るものとする。 
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３ 監事は理事会において選出する。 

（職務） 

第８条 会長は、協会を代表して、会務を総括し、会議の議長となる。ただし、会議の運営上必

要な場合、会長は出席者の承認を得て他のものを議長として指名することができる。 

２ 本条の会議とは、総会・理事会・運営会議とする。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

４ 理事は、会務の執行を協議し、協会の運営にあたる。 

５ 監事は、協会の会計を監査する。 

（名誉会長及び顧問） 

第９条 協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 

（総会） 

第１０条 総会は、毎事業年度１回以上会長が開催する。 

２ 総会は、会長がこれを招集する。ただし、大規模災害等で招集できないときは、会長及び副

会長全員の同意により、招集しないで決議をすることができる。 

３ 総会において決議または承認する事項は次のとおりとする。 

（１）予算及び決算 

（２）事業計画及び事業報告 

（３）規約の変更 

（４）役員の承認 

（５）その他、会長が必要と認めた事項 

（理事会） 

第１１条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要に応じ開催する。 

２ 理事会は、会長がこれを招集する。ただし、大規模災害等で招集できないときは、会長の判

断により、招集しないで決議をすることができる。 

３ 理事会において審議する事項は、次のとおりとする。 

（１）協会の運営に関すること 

（２）総会に付議する事項 

（３）その他、会長が必要と認めた事項 

（議事） 

第１２条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

２ 本条の会議とは総会・理事会・運営会議とする。 

３ 第１０条第２項ただし書、及び、前条第２項ただし書により会議の招集ができないときは、

書面または電磁的記録等の通信により議決の意思表示をした者を出席者とする。 

（部会） 

第１３条 協会は、第３条で定めた事業に関し、具体的な活動を推進するため、次の部会を置く。 

（１）国際化啓発・広報部会 

（２）交流・相互理解部会 

（３）外国人支援部会 

２ 部会には、部会長を置く。 

３ 部会長は、会長が任免する。 
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（運営会議） 

第１４条 協会の運営について審議するため、協会に運営会議を置く。 

２ 会議の構成は、会長・副会長・部会長・事務局長及び事務局とする。 

（経費） 

第１５条 協会の経費は、次の収入をもってあてる。 

（１）会費 

（２）補助金 

（３）寄付金 

（４）その他の収入 

（会費） 

第１６条 協会の会員は、年会費として次の会費を納めるものとする。 

（１）団体・法人会員 年額 一口 １０，０００円 

（２）個人会員 

 ア 一般      年額 一口  ２，０００円 

 イ 学生      年額 一口  １，０００円 

（会計年度） 

第１７条 協会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（決算） 

第１８条 会長は、会計年度終了後、決算書及び事業報告書を作成し、監査に付さなければなら

ない。 

（事務局） 

第１９条 協会の事務を処理するため、事務局を船橋市役所内に置く。 

２ 事務局には、事務局長を置く。 

３ 事務局長は、会長が任免する。 

（委任） 

第２０条 この規約に定めるもののほか必要事項は、会長が別に定める。 

 附 則 

 この規約は、昭和６２年８月２５日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、昭和６３年６月３日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成元年８月２８日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成７年７月１１日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成１０年５月２８日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成１３年５月１７日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成１４年５月２２日から施行する。 

 附 則 
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 この規約は、平成１７年５月１９日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成２４年５月１８日から施行する。 

 附 則 

 この規約は、平成２６年５月１２日から施行する。 

 附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成２７年５月１４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市国際交流協会規約第１７条第２号の規定は、平成２８年度以後の会費につい

て適用し、平成２７年度分までの会費については、なお従前の例による。 

附 則 

この規約は、平成２８年５月１１日から施行する。  

附 則 

この規約は、平成２９年５月１７日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成３０年４月９日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成３０年５月１６日から施行する。 

附 則 

この規約は、令和２年８月 日から施行する。 
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第６号議案 

 

令和２・３年度理事の承認について 

任期満了に伴い、協会規約第７条第２項に基づき令和２年３月２５日の運営会議において以下の

とおり理事を選出いたしましたので、承認を求めます。 

 

＜参考＞（承認後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船橋市国際交流協会理事名簿

職名 団体名 氏名 職名 団体名 氏名

理事 船橋商工会議所国際交流委員会 小田原　隆泰 理事 千葉県日独協会 須古　正恒

理事 船橋商工会議所 澤井　誠治 理事 船橋市自治会連合協議会 吉田　壽一

理事 公益社団法人　船橋青年会議所 大西　善之 理事 船橋市商店会連合会 鎌倉　龍男

理事 船橋ロータリークラブ 松本　和城 理事 船橋市地域工業団体連合会 板谷　直正

理事 船橋西ロータリークラブ 嘉規　洋 理事 船橋大型店連絡協議会 手塚　和人

理事 船橋東ロータリークラブ 大原　俊弘 理事 船橋重陽気功協会 荒谷　美枝子

理事 船橋南ロータリークラブ 徳永　幸生 理事 有限会社　東魁楼 脇田　重実

理事 船橋みなとロータリークラブ 板橋　良夫 理事 フォレスト 上原　幸子

理事 船橋中央ライオンズクラブ 松山　典夫 理事 協会個人会員 野上　紘子

理事 船橋東ライオンズクラブ 山下　倫彦 理事 協会個人会員 渡邉　千代美

理事 船橋北ライオンズクラブ 山内　豊彦 理事 千葉県弁護士会外国人の権利委員会所属弁護士 中村　亮

理事 船橋ヘイワードフレンドシップクラブ 梁瀬　厚子 理事 千葉県行政書士会葛南支部所属行政書士 須藤　哲哉

理事 船橋市少年少女団体連絡協議会 黒坂　典雄 理事 船橋市市長公室長 田中 浩二

理事 国際ソロプチミスト船橋 田中　恭子

任期：令和４年５月まで
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第７号議案 

令和２・３年度会長及び副会長の承認について 

任期満了に伴い、協会規約第７条第１項に基づき令和２年７月２８日の理事会において 

以下のとおり会長及び副会長を選出いたしましたので、承認を求めます。 

 

＜令和２・３年度 会長及び副会長＞（承認後） 

職名 氏名       

会長 嘉規 洋 

副会長 小田原 隆泰 

副会長 片桐 卓 

副会長 田邉 厚志 

                 任期：令和４年５月まで 

 

 

 

（参考） 

令和２・３年度監事の選出について 

任期満了に伴い、協会規約第７条第３項に基づき令和２年７月２８日の理事会において 

以下のとおり監事２名が選出されております。 

 

＜令和２・３年度 監事＞ 

職名 氏名       

監事 小原 智 

監事 相川 和永 

任期：令和４年５月まで 
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船橋市国際交流協会 

１．協会の組織                           運営組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．協会の活動 

○会員や広く市民・外国人住民との交流によって相互理解を深め、交流の輪を広げるとともにネ

ットワークづくりを行い、外国人住民とともに安心して暮らせる地域づくりを図る。 

○誰でも参加できる楽しい国際交流活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会  長 

副 会 長 

総 会 

外国人支援

部 会 長 

理 事 会 

姉妹・友好都市及び 

諸外国の人々 

市 民 外国人住民 
交
流 

国際化啓発・広報

報 セミナー、各種講演会 

協会ニュース 

協会ホームページ 

国際交流関連の情報提供など 

交流・相互理解 

インターナショナルフェステ

ィバル 

各種交流活動 

姉妹・友好都市交流 

留学生派遣 

高校生海外派遣研修など 

その他外国都市との交流など 

多 文 化 共 生 

（外国人支援） 

外国人相談窓口 

日本語教室 

子ども日本語教室 

日本語ひろば 

災害時外国人支援など 

 

 

              

など 

＜参考＞船橋市の外国人住民数（２０２０年３月３１日現在） 

   １８，９４５人       １０７か国・地域 

 

 

 

国際化啓発・

広 報 部 会 長 

運 営 会 議 

監 事 

事 務 局 長 

交流・相互理

解 部 会 長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










